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第１回子ども・子育て会議【報告事項】 第２回子ども・子育て会議【議題】

①次期計画及び策定に向けた今後のスケジュールについて ①事業計画実績報告

②八千代市の現状について ②計画における量の見込みの考え方

③次期計画の体系骨子（案）について

「千葉県こどもの生活実態調査」調査期間 「こども・若者の意識調査」調査期間

計画に位置付ける事業の検討・調整
量の見込み検討・調整
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第３回【議題】
計画素案（第1稿）

各調査データの集計・分析等実施

「こども・若者の意識調査」調査期間 「千葉県こどもの生活実態調査」のデータ共有

計画に位置付ける事業の検討・調整・確定
量の見込み検討・調整・確保方策確定
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第４回【議題】
計画素案（最終稿）作成 資料配布（最終稿） 計画素案（最終稿）

計画素案調整（パブコメ踏まえ）

【パブコメ】 ※審議会等への諮問は，パブリックコメント中も可能。
意見募集期間（初日不算入で30日間）

頂いた意見，市の考え方等の公表
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第５回【議題】
①計画案の決定

資料配布 ②特定地域型保育事業の利用定員設定に係る意見聴取

各市内施設閲覧※期間の目安は，30 日以上を目途に実施

校正作業（2週間位） 印刷（データ渡してから10日後納品）
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